
 

 

３ 平塚市開発審査会の所掌事務一覧表 

 

  区   分         項           目 

開発行為に関する審査

請求に対する裁決 

次の処分又はこれに係る不作為についての審査請求に対して裁

決を行うこと。（法第５０条第１項） 

 １ 開発行為の許可（法第２９条） 

２ 変更の許可法第（法第３５条の２第１項） 

 ３ 市街化調整区域内における建築物の特例許可 

                （法第４１条第２項ただし書）

 ４ 予定建築物以外の建築物等の許可 

（法第４２条第１項ただし書）

 ５ 市街化調整区域内における建築物の新築等の許可 

                 （法第４３条第１項） 

 ６ これらの規定に違反した者に対する監督処分 

（法第８１条第１項） 

  その他都市計画法に

よりその権限に属せられ

た事項 

 １ 市街化調整区域内で行われる開発行為のうち、開発区域の周

辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、

市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認め

られるものとして市長が許可しようとする場合に審議を行うこ

と。（法第３４条第１４号） 

 ２ 市街化調整区域内で行われる開発行為の伴わない建築等のう

ち、当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を

促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内におい

て建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認めら

れる建築物又は第一種特定工作物として市長が許可しようとす

る場合に審議を行うこと。（令第３６条第３号ホ） 

３ 土地区画整理法第９条第２項（施行認可の基準）及び同法第

２１条第２項（設立の認可の基準等及び組合の成立）の規定に

より、市街化調整区域内において行われる土地区画整理事業の

認可に際して、当該土地区画整理事業が、法第３４条第１４号

に該当する場合に審議を行うこと。 

 

 
 




